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日本に在留する外国人の利便性向上と行政運営の効率化を図るため、在留カード及び特別永住者証明書
（以下「在留カード等」という。）とマイナンバーカードの一体化（任意）を可能とするとともに、在留カード等の券
面記載事項を見直すなど出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）等が改正された。

これにより、今までは在留カード等の券面に記載していた住所情報などを、在留カード等のICチップにも記録
することが義務付けられたことから、外国人の届出を受け付ける各地域センター等窓口に、ICチップ記録用と
して住居地等記録端末及びICカードリーダライタを設置するもの。

外国人住民登録者： 5,168人（令和7年8月31日現在）

国から交付される「中長期在留者住居地届出等事務委託費」が令和7年6月に示達された。
これにより、在留カード等のICチップに住所情報などを記録するための住居地等記録端末及びICカードリーダ

ライタの設置に係る予算を増額補正するもの。

１ 事業目的

２ 補正内容

予 算 説明書
事 業 名 補正額

ページ 款 項 目 番号

24～25
２

総務費
３

戸籍住民
基本台帳費

１
戸籍住民
基本台帳費

1-1 中長期在留者等管理費
千円

６，１９５

項 目 内 容 事業費

備品購入費
・住居地等記録端末及びICカードリーダライタ購入 @269,347円×23台

（各地域センター及び長浦・黒崎・池島事務所 計23か所）
6,195

単位：千円
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※改正入管法施行期日：公布の日（令和6年6月21日）から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

３ スケジュール
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※1 中長期在留者住居地届出等事務委託費 （10/10）

※2 会計年度任用職員雇用保険料個人負担金

区 分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金※1 県支出金 地方債 その他※2 一般財源

当初予算
千円

２，１６１
千円

２，１６０
千円
－

千円
－

千円
1

千円
－

９月補正 ６，１９５ ６，１９５ － － － －

補正後 ８，３５６ ８，３５５ － － 1 －

４ 財源内訳

市町村による住居地等記録端末
の調達

出入国在留管理庁から
住居地等書換アプリケーション配布

改正入管法施行（予定）

令和7年度

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

契約 納品

令和8年度



参 考

出典元：出入国在留管理庁ＨＰ
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